
　「第２次広島市消費生活基本計画」消費者施策（個別施策）実施計画（案）

○基本計画の柱　３　消費者力の向上（消費者教育推進計画）

（２）　様々な場・ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞにおける消費者教育の取組
ア　学校

110

消費者教育コーディネーターが学校を訪問して、学校現場からの情報収集
や消費生活センターからの情報提供を行うとともに、教育委員会の教育施
策と消費者施策の連携を図ります。

市民局
消費生活セ
ンター

111

消費者教育に関する教材や教員用に参考となる指導資料等を学校に情報提
供します。 市民局

消費生活セ
ンター

112

学校における消費者教育のための授業モデルの提案を行います。 市民局
消費生活セ
ンター

113

広島県が実施する消費者教育を推進するための取組について、その普及に
協力・連携していきます。 市民局

消費生活セ
ンター

114

県警や関連事業者と連携して、学校での防犯教室・安全教室で消費者トラ
ブルの注意喚起を行います。 市民局

消費生活セ
ンター

115

成年年齢の引下げにより新たに成年になる者等を対象に、外部講師を招へ
いし消費者教育の講習を行います。 市民局

消費生活セ
ンター

116

消費生活センターと大学・専門学校の学生支援室等との間で定期的な連絡
会議を行うほか、綿密な連絡等により、学生等の被害事例に関する最新の
情報を交換できるよう学校に働きかけを行います。

市民局
消費生活セ
ンター

117

消費者安全確保地域協議会を設置・運営し、見守り主体となる人材を育成
するとともに、学校における消費者教育を推進するため、消費者行政の体
制を強化します。 市民局

消費生活セ
ンター

118

消費者教育の推進役としての役割が期待される教職員の指導力の向上を図
るため、国民生活センターの研修に派遣するなど、教員の消費者教育研修
の受講を促します。

市民局
消費生活セ
ンター

119

家庭におけるスマートフォン等の使用に関するルールづくりやインター
ネットの利用の仕方などについての講習会を開催します。消費生活セン
ターでは、同協議会と連携・協力を図り、出前講座を実施する等、電子メ
ディアに係る消費者教育に取り組みます。

市民局
消費生活セ
ンター・教
育委員会育
成課

120

各区において、地域団体や警察署等と連携・協働して、「第３次広島市安
全なまちづくりの推進に関する基本計画」に基づき、犯罪の起こりにくい
安全なまちづくりを推進し、安全・安心な地域社会の実現を図ります。

市民局
市民安全推
進課

121

学習指導要領に基づき、小・中・高等学校、中等教育学校及び特別支援学
校の社会科、公民科、家庭科などの教科等を中心に、児童生徒の発達段階
を踏まえ、消費者関係教育に関する内容を指導します。

教育委員会
指導第一課
指導第二課
特別支援教
育課

事業の名称

消費者教育コーディ
ネーターの学校訪問

高等学校消費者教育の
広島県との連携・協力

学校での防犯教室、安
全教室での消費者トラ
ブルの注意喚起

学校における消費者教
育の推進

若年消費者学習会【再
掲№126】

消費者安全確保地域協
議会の設置・運営や見
守り主体となる人材育
成、学校における消費
者教育推進のための組
織体制の強化【再掲№
57、130】

No.

小・中・高等学校用消
費者教育教材の提供

小・中・高等学校消費
者教育授業モデルの開
発

大学・専門学校の学生
支援室等との定期的な
情報交換

教員を対象とした消費
者教育研修の実施

電子メディア協議会に
よる出前講座の実施
【再掲№134】

担当課内　容

「減らそう犯罪」推進
事業

14



122

広島市立大学において、消費生活出前講座を活用し、広島弁護士会から所
属弁護士の講師派遣を受け、新入生全員を対象に消費者啓発講習会を開催
します。

企画総務局
行政経営課

イ　地域

123

高齢者が日常的に集う場（サロン等）を活用し、消費者被害の未然防止・
拡大防止に向けたワーキング事業を行います。

市民局
消費生活セ
ンター

124

夏休み期間中に、家庭生活に密着した実践的な学習の機会を設け、消費者
教育を子どもたちに直接行っていく事業を実施します。 市民局

消費生活セ
ンター

125

子どもたちが参加するイベントの中で消費者としての自覚や責任、義務を
学んでいけるよう、子ども向けイベントに出展します。 市民局

消費生活セ
ンター

126

成年年齢の引下げにより新たに成年になる者等を対象に、外部講師を招へ
いし消費者教育の講習を行います。

市民局
消費生活セ
ンター

127

新成人を対象に、成人祭で消費者被害に関するチラシ等を配布するなどに
より、消費者啓発を図ります。 市民局

消費生活セ
ンター

128

地域において消費者被害の防止等の活動に取り組む担い手となる消費生活
協力団体の育成のため、外部講師による見守り講座を実施します。 市民局

消費生活セ
ンター

129

消費生活協力団体と連携し、地域の見守り活動を実施します。
市民局
消費生活セ
ンター

130

消費者安全確保地域協議会を設置・運営し、見守り主体となる人材を育成
するとともに、学校における消費者教育を推進するため、消費者行政の体
制を強化します。

市民局
消費生活セ
ンター

131

市内の学校、高齢者団体、町内会など各種団体等からの申し込みにより消
費生活専門相談員等を講師として派遣し、消費者トラブルの実例を通し
て、消費生活の基礎的知識の普及に努め、消費者被害の発生及び拡大の防
止を図ります。

市民局
消費生活セ
ンター

132

消費者問題に対する学習意欲の高い消費者を対象に、地域における消費者
活動を担う人材づくりを目指すため、消費者大学を開講します。 市民局

消費生活セ
ンター

133

高齢者・障害者等の消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、高齢
者・障害者等が地域において日常生活を営むために必要な支援を行う者に
対する講座を実施します。

市民局
消費生活セ
ンター

134

家庭におけるスマートフォン等の使用に関するルールづくりやインター
ネットの利用の仕方などについての講習会を開催します。消費生活セン
ターでは、同協議会と連携・協力を図り、出前講座を実施する等、電子メ
ディアに係る消費者教育に取り組みます。

市民局
消費生活セ
ンター・教
育委員会育
成課

担当課

高齢者サロンワーキン
グ事業

事業の名称

No. 事業の名称 内　容

若年消費者学習会【再
掲№115】

成人祭における消費者
啓発

No.

担当課

消費生活出前講座【再
掲№61】

消費者大学

消費生活協力団体と消
費生活センターの連携
【再掲№65】

消費者安全確保地域協
議会の設置・運営や見
守り主体となる人材育
成、学校における消費
者教育推進のための組
織体制の強化【再掲№
57、117】

高齢者等の消費者被害
防止対策講座【再掲№
59】

電子メディア協議会に
よる出前講座の実施
【再掲№119】

大学等における消費者
教育の推進

夏休み学習会の実施

子ども向けイベントへ
の出展

消費生活協力団体育成
のための見守り講座
【再掲№63】

内　容

15



135

関係部局等と連携し、社会教育における消費者教育の具体化を図ります。
また、公民館など社会教育施設において、消費者問題を取り扱ってもらえ
るよう関係部署に働きかけます。

市民局
消費生活セ
ンター

136

消費者が生涯にわたって消費者教育を受けることができるよう、公民館な
どの社会教育施設において、次の取組を推進します。
・市民が学習しやすい条件を整備し、学習機会を提供します。
・市民活動グループの自主的な学習活動を支援します。
・市民の多様化・高度化した学習需要に対応するため、大学等の高等教育
機関との連携を進めます。

市民局
生涯学習課

ウ　家庭

137

○ごみ減量化・リサイクル推進啓発等事業
ごみの減量・リサイクルの必要性等について啓発し、環境意識の向上を図
ることにより、自発的なごみの発生抑制やリサイクルの取組を促進しま
す。

○出前環境講座
地域・家庭での省エネ等環境保全活動の促進を行うため、学校や地域に出
向き、普及啓発のための講座を実施します。

環境局
業務第一
課・温暖化
対策課

138

家庭からの温室効果ガス排出抑制を図るため、エネルギーを有効活用でき
る家庭用燃料電池の設置に対する補助を実施します。 環境局

温暖化対策
課

139

集合住宅共用部の既存の蛍光灯照明器具等をＬＥＤ照明器具に交換する工
事を行う集合住宅の管理組合・管理組合法人に対し、その経費の一部の補
助を実施します。

環境局
温暖化対策
課

140

市民・事業者・行政が一体となって食品ロス削減に取り組む環境を整備す
るとともに、市民の食品ロス削減の取組機運を醸成するため、食品ロス削
減のための諸事業をまとめて食品ロス削減キャンペーン「スマイル！ひろ
しま」として実施します。

環境局
業務第一課

141

健全な食生活を実践する市民を増やすため、食に関する知識の普及や情報
提供など、官民一体となった食育を推進します。

健康福祉局
健康推進課

142

市内の農林漁業者が市内で生産した農林水産物及び加工品に“ひろしまそ
だち”マークを表示し、市内産・新鮮・安心な産品の地産地消を図りま
す。
・ホームページ等による“ひろしまそだち”の消費者への情報発信や、
「ひろしま朝市」などの産地直売等により地産地消の推進を図ります。

経済観光局
農政課

143

○対象：小学校高学年の児童とその保護者
○目的：親子で①食肉に関する正しい知識を学び、②「命をいただく」と
いうことの意味を考える機会を提供する。
○実施方法：講義と「せり」見学を含む実習

健康福祉局
食肉衛生検
査所

144

○「食」と「農」を結びつける取組
栽培から食べることまで一貫した食農体験を実施するための環境整備を行
います。また、食農体験の企画・運営に携わる市民ボランティアの育成・
活動支援により、「食」と「農」の理解の促進を図ります。

経済観光局
農政課

担当課No. 事業の名称 内　容

生涯学習の推進

事業の名称

環境に配慮した消費行
動と事業活動の啓発

No.

市内で生産した新鮮、
安心な“ひろしまそだ
ち”産品の地産地消の
推進【再掲№8、50(5)】

内　容

社会教育における消費
者教育の推進

広島市家庭用燃料電池
（エネファーム）設置
補助

広島市集合住宅共用部
のＬＥＤ照明器具交換
補助

食品ロス削減キャン
ペーン「スマイル！ひ
ろしま」

夏休み親子体験教室の
開催

担当課

わ食（和食・輪食・環
食）の推進

食と農の理解の促進と
地産地消の推進

16



エ　職場

145

事業者に対し、消費者志向経営や公益通報者保護制度についての講習会等
を実施します。

市民局
消費生活セ
ンター

146

事業者及び事業者団体と協力し、消費者教育の取組促進を図ります。
市民局
消費生活セ
ンター

147

新入社員研修において、消費者問題についての講習会を開催します。 市民局
消費生活セ
ンター

148

公益通報に関する制度をホームページに掲載し、情報提供を行います。

企画総務局
総務課

149

消費生活相談等における消費者の意見・要望等を的確に把握し、機会を捉
えて事業者へ情報の提供を行います。 市民局

消費生活セ
ンター

150

金融、保険、ガス、家電製品など各種業界団体が主催する研修会や意見交
換会などの機会を通じて情報交換を行います。 市民局

消費生活セ
ンター

151

店舗演出、接客、ユニバーサルデザイン対応等の基本的な商業機能が優秀
と認められ、地域に根づき親しまれている小売店舗を顕彰することによ
り、小売店舗の改善意欲の喚起及び商業機能のレベルアップを図ります。 経済観光局

商業振興課

152

長年にわたり生活衛生事業（食品衛生、環境衛生）のため献身的な活動を
続け、その功績が特に顕著である者及び他の模範とすべき優秀な施設等を
表彰し、公衆衛生活動の向上を図ります。

健康福祉局
食品保健

課・食品指
導課・環境

衛生課

153

事業系ごみの減量・資源化に積極的な取り組みをしている事業者を表彰し
ます。 環境局

業務第一課

154

環境美化のための清掃活動を続けている者又は団体等を表彰し、日ごろの
労に報いるとともに、その功績をたたえ、環境美化の一層の推進を目指し
ます。

環境局
業務第一課

155

地球温暖化の防止等環境に配慮した取組を積極的に実践している事業所を
「ひろしまエコ事業所」として認定することにより、事業者の取組意欲を
高めるとともに、機運の醸成を図ります。

環境局
温暖化対策

課

156

民間事業者等の職場における男女共同参画を一層推進するため、女性の能
力発揮や職域拡大、仕事と家庭・地域活動の両立支援などに積極的に取り
組み、他の模範となる事業者を「広島市男女共同参画推進事業者」として
表彰します。

市民局
男女共同参

画課

（３）　啓発活動
ア　消費者力向上キャンペーン

157

「消費者力向上」をキーワードに、５月の消費者月間に合わせ、消費者自
らの学習意欲を高めるため、消費者団体、事業者団体等と協力して各種の
消費者啓発事業を実施します。

市民局
消費生活セ
ンター

事業者向け講習会の開
催等

いい店ひろしま顕彰事
業

広島市生活衛生事業功
労表彰

内　容

事業の名称

公益通報に関する制度
のホームページでの情
報提供

広島市環境美化功労者
表彰

事業の名称

担当課

担当課

消費者力向上キャン
ペーン事業の実施【再
掲№96】

内　容No.

新入社員研修における
消費者問題についての
講習

広島市ごみ減量優良事
業者表彰制度

事業者及び事業者団体
による消費者教育の取
組との協力

ひろしまエコ事業所認
定制度

広島市男女共同参画推
進事業者表彰

事業者への消費者の意
見・要望、適正な事業
活動等のための情報提
供

各種業界との情報交換

No.
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（イ）情報紙の発行

158

消費生活に関する啓発や情報提供を内容とした消費生活情報紙「知っ得
なっとく」を発行します。 市民局

消費生活セ
ンター

ウ　各種啓発活動

159

市広報紙「ひろしま市民と市政」、広報番組などを有効的に活用し、消費
生活に関する情報を市民に提供します。

市民局
消費生活セ
ンター・
企画総務局
広報課

160

消費生活に関する情報を、ホームページやマスコミ等の様々な媒体を使い
市民に提供します。 市民局

消費生活セ
ンター

161

消費者啓発リーフレットを作成・配布し、消費者被害の未然防止及び拡大
防止を図ります。 市民局

消費生活セ
ンター

162

消費者被害の未然防止を図るために、消費生活センターの電話番号や「訪
問販売・訪問購入お断り」と記載したステッカーを作成し、消費生活出前
講座等を通じて、配布します。

市民局
消費生活セ
ンター

163

消費生活センターの展示コーナーに消費生活に関するテーマのパネルの展
示をするとともに、同パネルの貸し出し、啓発図書やビデオなどの貸し出
しを行い、市民の消費生活に関する知識の向上に役立てます。

市民局
消費生活セ
ンター

164

国民生活センターとのオンラインネットワークを活用し、全国的な消費生
活相談情報や危害情報の早期把握に努め、必要に応じ、消費生活に関する
情報を市民に提供するなどして、被害拡大の防止を図ります。また、当セ
ンターが収集した各情報をシステムに蓄積することにより、相談データの
管理・検索の効率化を図ります。

市民局
消費生活セ
ンター

165

ＳＮＳを通じて、増加している悪質商法や緊急情報などの消費者に対する
注意喚起を行います。

市民局
消費生活セ
ンター

(1)

女性のためのなん
でも相談
【再掲No.89(2)】

広島市男女共同参画推進センターにおいて、女性が直面するさまざまな悩
み、不安を話せる場として開設し、消費生活に関する相談があった場合、
必要に応じて他の専門機関を紹介します。

市民局
男女共同参
画課

(2)

男性のためのなん
でも相談
【再掲No.89(3)】

広島市男女共同参画推進センターにおいて、男性が直面するさまざまな悩
み、不安を話せる場として開設し、消費生活に関する相談があった場合、
必要に応じて他の専門機関を紹介します。

市民局
男女共同参
画課

消費生活センターと次の相談窓口が相互に連携を図りながら、消費者問題に関する情報提供及び
啓発を図ります。

全国消費生活情報ネッ
トワーク・システム
（PIO-NET）を活用
した情報収集及び活用

166  消費生活センターと関係相談窓口の連携による情報提供・啓発

市民局
消費生活セ
ンター

担当課

消費生活情報紙の発行
【再掲№95】

ＳＮＳによる注意喚起

内　容 担当課

No. 事業の名称 内　容

No.

消費生活パネルの展
示・貸出及び啓発図書
等の貸出

事業の名称

ホームページ等による
消費生活に関する情報
提供

消費者啓発リーフレッ
トの作成・配布

市広報紙・広報番組を
活用した情報提供【再
掲№94】

訪問販売・訪問購入お
断りステッカーの作
成・配布

18



(3)
暴力被害相談
【再掲No89(4)】

暴力被害相談センター及び月１回の区役所巡回相談において、暴力団など
の介入や暴力がらみの債権の取立て、工事の施工、不動産の売買、商品の
販売などに対する相談に応じ、その解決方法を助言・指導するとともに、
必要に応じて警察等関係機関への連絡や適切な相談窓口の紹介等を行いま
す。

市民局
市民安全推
進課

(4)

犯罪被害者等総合
相談
【再掲№89（5）】

広島市犯罪被害者等総合相談窓口において、犯罪被害者等からの相談や問
合せに対し、庁内関係課の各種支援制度の案内を行うとともに、必要に応
じて庁外関係機関・団体に関する情報提供や橋渡しなどを行います。

市民局
市民安全推
進課

(5)

保健・医療・福祉
総合相談窓口
【再掲No.89(6)】

全区の厚生部健康長寿課に保健・医療・福祉総合相談窓口を開設し、保健
師とケースワーカーが高齢者や心身に障害のある市民からの相談に応じ、
助言や情報提供を行うとともに、適切なサービスが提供されるよう関係部
局や関係機関との連絡調整を行います。

健康福祉局
健康福祉・
地域共生社
会課

(6)

地域包括支援セン
ターにおける高齢
者の総合相談
【再掲No.89(7)】

市内４１か所に設置されている地域包括支援センターにおいて、高齢者や
その家族等から様々な相談を受け、必要な情報提供や関係機関との連携調
整等を行います。

健康福祉局
地域包括ケ
ア推進課

(7)

介護保険ほっとラ
イン
【再掲No.89(8)】

市民の介護保険に関する疑問、悩み等、相談・苦情を受け付けます。

健康福祉局
介護保険課

(8)

障害者相談支援事
業
【再掲No.89(9)】

委託相談支援事業所において、情報の提供等を総合的に行います。
健康福祉局
障害自立支
援課

(9)

住宅に関する相談
事業
【再掲(No.89(18)】

○住宅相談
住宅リフォーム、耐震及びマンション管理等に関して、専門的知識を有す
る弁護士、建築士により、的確なアドバイスを市民に対し実施します。
（毎月1回）

○マンション無料相談
マンションの居住者が抱える日常の管理方法やトラブル等の相談に対し、
広島県マンション管理士会所属のマンション管理士が、その専門的知識を
もってアドバイスをする「マンション無料相談事業」に要する経費に対し
て、一部を補助し、マンション居住者の良好な環境の確保に努めます。

都市整備局
住宅政策課

167

発達障害や知的障害など障害のある方や外国の方などの中には、話し言葉
によるコミュニケーションが困難な方々がいます。こうした方々が安心し
て地域生活を過ごせるよう、親しみやすくわかりやすいイラストを指さす
ことでお互いの意思を伝達し合える「コミュニケーション支援ボード」
を、行政機関、公共交通機関、デパート、コンビニ、医療機関などに設置
しています。これによりコミュニケーションのバリアフリーの推進を図り
ます。

こども未来
局
こども・家
庭支援課

（４）　消費者団体の育成・支援

168

公益社団法人広島消費者協会が実施する教育活動、調査研究活動、地区活
動等に対する事業補助を行うとともに、常勤職員人件費の補助を行いま
す。

市民局
消費生活セ
ンター

169

消費者団体等の自主的な活動を支援するため、消費者のための活動につい
て、研修室を無料で提供します。

市民局
消費生活セ
ンター

170

消費者団体等と協力して、消費者教育・啓発事業を実施します。
市民局
消費生活セ
ンター

No. 事業の名称 内　容 担当課

担当課内　容

消費者団体等と協力し
た啓発事業の実施

公益社団法人広島消費
者協会事業補助

消費者の自主活動の場
の提供

事業の名称

発達障害等の企業及び
関係機関等に対する普
及啓発

No.
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